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平成29年7月20日、企業会計基準委員会（ASBJ）から、企業会計基準公開草案61号
「収益認識に関する会計基準（案）」（以下「基準案」という）および企業会計基準適用
指針公開草案61号「収益認識に関する会計基準の適用指針（案）」（以下まとめて「新
収益基準の公開草案」という）が公表されました。新収益基準を導入すると、認識す
る認識単位、金額、タイミングが変わることがあります。従来、契約単位で売上計上
していたものを、異なる「単位」、「金額」、「タイミング」で売上計上すれば、会計上の
債権管理は契約上の請求管理と一致しなくなります。この結果、関係する業務やシ
ステムの見直しも必要になるでしょう。本稿では、設例を使ってこの影響を解説し
ます。

 

【ポイント】

－  新収益基準の導入で、従来、契約単位で売上計上していたものを、異なる
「単位」、「金額」、「タイミング」で売上計上するならば、会計上の債権管理
は契約上の請求管理と一致しなくなる。

－  履行義務の提供を行なって売上を計上する場合、代金の支払に期限以外の
条件が付いていたら、売掛金の代わりに契約資産を計上する。

－  システム化に失敗すれば、経理業務は爆発的に膨らむ。

山本　浩二
やまもと　こうじ
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I . 会計上の債権管理が変わる
会計上の債権管理とは、会計上で計上した売掛金（以降、本稿で

は基準案11項の「債権」を「売掛金」と表記します）と契約資産の管

理をさします。これは、売掛金および契約資産の計上、消し込み、

回収可能性の評価の3つです（契約負債の管理を含む）。

一方、契約上の請求管理とは、契約で定める顧客に対する請求

権の管理のことです。新収益基準では、履行義務の単位で売上を認

識し、売掛金や契約資産を計上します。

新収益基準の導入で、従来、契約単位で売上計上していたもの

を、異なる「単位」、「金額」、「タイミング」で売上計上するならば、

会計上の債権管理は契約上の請求管理と一致しなくなります。この

ことを、簡単な設例で考えてみましょう（設例1参照）。

（設例1）

1つの契約（200円）に2つの履行義務（財の販売Aとその後のサー
ビスの提供B。ステップ41の配分後の金額はAが160円、Bは40
円と仮定）が含まれている。現行実務では、履行義務Aの提供が
完了した4月30日に売上200円を計上している。同日に代金を請
求し、予定どおり5月31日に入金があった。なお、履行義務Bは
履行義務Aの提供後2か月にわたり提供され、6月30日に提供を
完了した。

1. いままでの管理

客先に対する請求や入金の確認など契約上の請求管理は、契約

の定めに従って行います。設例1の場合で言うと、4月30日に200円

を請求した時から契約上の請求管理が始まります。そして、これは

5月31日に200円を回収した時に終わります。

では、会計上の債権管理はどうでしょうか。これも、契約の単位

で売上を認識しているならば、請求額と同じ売掛金200円の計上で

始まり、5月31日の売掛金200円の消し込みで終了します。つまり、

契約上の請求管理と会計上の債権管理で扱う金額とタイミングに

違いはありません（図表1参照）。

2. これからの管理

① 履行義務Aの売掛金160円の管理：4月30日
新収益基準を導入すると、何が起きるでしょうか。4月30日に履

行義務Aの提供が完了すると、売上160円が計上されます。

一方で、契約上の請求管理は、従来どおり行います。設例1の場

合、4月30日に請求した200円が契約どおり5月31日に入金される

かどうかを管理することです。

ところが、契約上の請求管理の対象であるこの200円は、会計帳

簿には記帳されません。4月30日に計上したのは、履行義務Aの売

上に対する売掛金160円だからです。

② 履行義務Bの売掛金20円の管理：5月1日～5月31日
履行義務Bは、サービスの提供であるため、企業がサービスを提

供するにつれて、売上が徐々に計上されます。請求期日が到来して

いないのであれば、売上の相手勘定は契約資産です。ところが、今

回は既に4月30日に客先に対して対価を請求しています。ですか

ら、ここは収益の認識と同時に確定債権である売掛金を認識する

必要があるのです。つまり、5月1日から5月31日にかけて、売上と

売掛金がそれぞれ20円計上されます。

余談ではありますが、このような細かな勘定科目の選択は、ダイ

レクトに業務プロセスとシステムに影響します。同じ取引タイプで

あっても、請求しているかどうかによって、（売掛金か、それとも契

約資産か）勘定科目が変わるからです。企業の会計ルールを見直さ

ず、伝票を起票する担当者がそれぞれ勝手に判断をすることにな

れば、ミスが発生する可能性があります。

たとえルールを決めても、請求金額とタイミングは契約によって

変わるわけですから、これを正しく処理するには、履行義務Bの一

部または全部が請求されているかどうかを把握しなければなりま

せん。システム化に失敗すれば、経理業務は爆発的に膨らむでしょ

う。企業の契約実態に合わせて、会計ルールを見直し、業務プロセ

スとシステムを見直す必要があります。

③ 契約負債20円の管理開始：5月31日
客先から売上代金として5月31日に200円が振り込まれました。

計上しているのは履行義務Aの売掛金160円と履行義務Bの売掛金

20円ですから、これを超える部分は前受金（以降は、設例の説明に

あたっては前受金を「契約負債」と表記します）です。会計上の債権

管理としては、売掛金160円と売掛金20円の管理は終わりました

が、マイナスの債権である契約負債20円の管理が始まります。

一方で、契約上の請求管理はどうでしょうか。4月30日に請求した 

1  新収益認識の各ステップの詳細な説明については、KPMG Insight 2018年1月号Vol28をご参照ください。
 https://home.kpmg.com/jp/ja/home/insights/2018/01/revenue-recognition-impact-20180122.html

|図表1　設例1におけるいままでの管理

項目 4/30 5/31 6/30

売上代金
200円請求

売上代金
200円入金 なし

売掛金
200円計上

売掛金
200円消込 なし

契約上の請求管理

会計上の債権管理

1 

2

https://home.kpmg.com/jp/ja/home/insights/2018/01/revenue-recognition-impact-20180122.html
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200円が5月31日に全額回収できていますから、これ以上、客先に

対して請求するものはありません。請求管理はここで終わります。

④ 履行義務Bの売掛金20円の管理：6月1日～6月30日
ここは、②と同じ説明になります。6月1日から6月30日にかけて、

売上と売掛金がそれぞれ20円計上されます。

なお、会計上の仕訳としては、売掛金を計上せずに契約負債を直

接取り崩すという考え方もあるでしょう。この場合は、（借方）契約

負債20円/（貸方）売上20円 という仕訳になります。この場合は、⑤

の契約負債の取り崩しと売掛金の消し込みという処理はなくなり

ます。

⑤ 契約負債20円の管理終了：6月30日
6月30日には、一定の期間にわたって提供してきた履行義務Bの

提供が完了します。売上代金は5月31日に既にもらっており、契約

負債20円が計上されています。これを取り崩して、④で計上した売

掛金20円を消し込みます。これで、ようやく会計上の債権管理は終

了します。

なお、契約上の請求管理は既に5月31日に終了しているので、行

うことは何もありません。

このように、いままでは契約上の請求管理と会計上の債権管理

は一致していました。ところが、契約上の請求単位履行義務の単位

が異なると、契約上の請求管理と会計上の債権管理で扱う金額と

タイミングが違ってくるのです（図表2参照）。

II . 契約資産を管理する

設例１は、契約に履行義務AとBがあり、履行義務Aの提供が完

了した4月30日に売上160を計上、代金を請求するというものです。

それでは、履行義務Bの提供の完了が、履行義務Aの代金の支払い

条件だとしたらどうなるでしょうか。このことを簡単な設例で考え

てみましょう（設例2参照）。

（設例２）

１つの契約（2 0 0円）に２つの履行義務（財の販売Aとその後の
サービスの提供B。ステップ４の配分後の金額は、Aが120円、B
は80円と仮定）が含まれている。現行実務では、履行義務Aは4
月30日に提供を完了し、履行義務Bの提供が完了した6月30日
に売上200円を計上している（履行義務が完了するまで契約全体
の代金を客先に請求できないため）。6月30日に代金を請求し、予
定どおり7月31日に入金があった。

1. いままでの管理

契約上の請求管理は、契約の定めに従って行います。設例２の場

合で言うと、6月30日に200円を請求した時から契約上の請求管理

が始まります。それでは、会計上の債権管理はどうでしょうか。従

来、履行義務Aの提供が行われても、4月30日から6月29日までは

会計処理を行いません。履行義務Bの提供が完了したところで、6

月30日に売上を計上しますから、これが会計上の債権管理の始ま

りです。これは契約上の請求管理と一致します。

7月31日に客先から売上代金が支払われれば、売掛金の消し込

みが行われ、会計上の債権管理は終わります。契約上の請求管理

も、これをもって終了しますから、両者に違いはありません（図表3 

参照）。

2. これからの管理

① 契約資産120円の管理：4月30日
新収益基準を導入すると、どう変わるでしょうか。4月30日に履

行義務Aの提供が完了しても、まだ客先には請求できません。契約

に基づいて履行義務Bを提供する必要があるからです。契約上の請

求管理はまだ始まらないのです。

一方、新収益基準のもとでは、履行義務Aの提供が行われた段階

で売上120円を計上します。この場合、代金の支払に期限以外の条

件（設例2の場合ですと、履行義務Bの提供）が付いていますから、

売掛金の代わりに契約資産を計上します。会計上の債権管理はこ

の時から始まるのです。

|図表2　設例1におけるこれからの管理

項目 4/30 5/1～5/31 5/31 6/1～6/30 6/30

売上代金
200円請求 なし 売上代金

200円入金 なし なし

売掛金
160円計上

売掛金
20円消込

売掛金
180円消込
契約負債
20円計上

売掛金
20円計上

売掛金
20円消込
契約負債

20円取崩し

契約上の
請求管理

会計上の
債権管理

1 

2

|図表3　設例２におけるいままでの管理

項目 4/30 6/30 7/31

なし
売上代金

200円請求
売上代金

200円入金

なし
売掛金

200円計上
売掛金

200円消込

契約上の請求管理

会計上の債権管理

1 

2
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② 契約資産の管理：5月1日～6月30日
履行義務Bは、サービスの提供であるため、企業がサービスを提

供するにつれて、売上が徐々に計上されます。本来、このような

ケースでは売上の相手勘定は契約資産です。つまり、5月1日から6

月30日にかけて、売上と契約資産がそれぞれ80円計上されます。

③ 売掛金200円の管理：6月30日
それでは、履行義務Bの提供が完了する6月30日はどうでしょう

か。客先には契約に基づいて200円を請求します。ここで、ようや

く契約上の請求管理が始まります。

この200円という金額には、履行義務Aの売上120円と履行義務

Bの売上80円が含まれています。これらは契約資産としてすでに計

上していますが、履行義務Bの提供完了によって、代金の支払い条

件は「期限」だけになりました。会計上は、契約資産を売掛金に振り

替えます。

④ 売掛金200円の管理終了：7月31日
7月31日はどうなるでしょうか。6月30日に請求した200円が7月

31日に全額回収できたのですから、管理は終了です。この点におい

て、契約上の請求管理と会計上の債権管理に違いはありません。

なお、細かいことではありますが、入金の消し込みの単位という

点で考えると、契約上の請求管理と会計上の債権管理は異なって

きます。契約上の請求管理では200円という単位で管理すれば十分

ですが、会計上の請求管理は違います。履行義務Aは120円、履行

義務Bは80円という具合に、履行義務単位で管理する必要がある

からです。契約単位と履行義務の単位が異なると、やはり契約上の

請求管理と会計上の債権管理で扱う金額に違いが生じます。この

点については、次回でまた詳しく解説しましょう。

いずれにしても、新収益基準を導入すると、企業は、契約資産を

計上し、代金の支払いについて「期限」以外の条件がなくなった段

階で契約資産を消し込み、売掛金に振り替えるという管理が新た

に増えます。これには、注意が必要です（図表4参照）。

⑤ 債権と契約資産を分けるか
新収益基準では、契約資産、契約負債および債権を適切な科目

をもって貸借対照表に表示する（または残高を注記する）こと（基

準案76項）とする一方で、経過措置として契約資産と債権を区分表

示しないことも認められるとしています（基準案85項）。

しかし、IFRS導入企業は、IFRS15号への対応も必要になります。

連結財務諸表を作成する段階で、結局、債権と契約資産を分けて

表示することが求められるなら、個別財務諸表の段階から表示上

も分けて対応するのがよいでしょう。

特に新収益基準の早期適用を検討している企業は、すでにIFRS

を導入しているか、少なくとも近い将来のIFRSの導入に備えてこ

の新収益基準の導入を考えているものと思われます。であるなら

ば、新収益基準の導入にあたって、債権と契約資産を分けて管理で

きるようにしておく必要があるでしょう。

収益認識コンテンツ
ウェブサイトでは、マーケットで注目度の高いテーマを取り上
げ、最新動向や解説、リサーチ、報告書などを紹介しています。
https://home.kpmg.com/jp/ja/home/insights/2016/05/
accounting-standards/revenue-recognition.html

「新収益基準クイックレビュー」サービスのご紹介

企業会計基準委員会（ASBJ）は、2017年7月に「収益認識に関
する会計基準」（以下「新収益基準」という）の公開草案を公表
しました。KPMGは、新収益基準の適用による影響を幅広く診
断する｢新収益基準クイックレビュー｣サービスを提供します。
「新収益基準クイックレビュー」サービスは、豊富なIFRS導
入支援の経験に基づき、重要な影響を及ぼすと想定される論
点を絞り込んだうえで、ヒアリングに基づく実態調査を実施
し、新収益基準の適用による影響の程度のみならず、適用にあ
たっての課題の整理、対応すべき事項、対応コストの概算を、
企業のご要望に合わせて取り纏めて報告します。

【問合せ先】
有限責任 あずさ監査法人　
アカウンティングアドバイザリーサービス

東京事務所:　03-3548-5120
大阪事務所:　06-7731-1300
名古屋事務所:052-589-0500
info-aas@jp.kpmg.com

本稿に関するご質問等は、以下の担当者までお願いいたします。
　　　
有限責任 あずさ監査法人
アカウンティングアドバイザリーサービス
マネージング・ディレクター　山本　浩二
TEL： 03-3548-5120 （代表電話）
koji.yamamoto@jp.kpmg.com

|図表4　設例２におけるこれからの管理

項目 4/30 5/1～6/30 6/30 7/31

売上代金
200円請求なしなし 売上代金

200円入金

契約資産
120円計上

契約資産
80円計上

売掛金
200円消込

契約資産
200円取崩し
売掛金

200円計上

契約上の
請求管理

会計上の
債権管理

1 

2

https://home.kpmg.com/jp/ja/home/insights/2016/05/accounting-standards/revenue-recognition.html
https://home.kpmg.com/jp/ja/home/insights/2016/05/accounting-standards/revenue-recognition.html
mailto:info-aas@jp.kpmg.com


KPMGジャパン

marketing@jp.kpmg.com

www.kpmg.com/jp

本書の全部または一部の複写・複製・転訳載および磁気または光記録媒体への入力等を禁じます。

ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている状況に対応するものではありません。私たちは、
的確な情報をタイムリーに提供するよう努めておりますが、情報を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りではありま
せん。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、プロフェッショナルが特定の状況を綿密に調査した上で提案する
適切なアドバイスをもとにご判断ください。

© 2018 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law 
and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Japan.

© 2018 KPMG Tax Corporation, a tax corporation incorporated under the Japanese CPTA Law and a member firm of the KPMG 
network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. 
All rights reserved. Printed in Japan.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

FSC マークをこちらに入れてください。

【特集】
経営者視点のサイバーリスク最前線

kpmg.com/ jp

KPMG
Insight
KPMG Newsletter

Vol.29
March 2018

K
PM

G
 In

sig
h

t  V
o

l.29        M
arch 2

018

【Focus】
平成30年3月期決算の留意事項（会計）
平成30年3月期決算の留意事項（税務）
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